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　医業経営が厳しくなってきているいま、「付き合いだけ」の生命保険加入
は無駄が多すぎます。次のような手順で、加入しているすべての生命保険を
確認してみましょう。

1 初めに保険証券の内容を一覧表にしてみましょう

　現状の把握には時間がかかります。そのため、作業には休日などを利用し、
保険証券とノート（パソコンソフトのエクセルがベター）を用意します。
　現状把握には、保険証券上の細かい内容をすべて書き出す必要はありませ
ん。以下の主だった項目だけを抜き出します。
　なお、分かりにくいところがある場合には、事前に信頼のおける保険会社
のFPを呼び、アドバイスを受けるようにしましょう。
①保険会社名
②被保険者名（加入者名。本人だけでなく家族分も一緒に）
③加入年齢（保険契約をした時の年齢です）
④保険種類（商品名ではなく各社共通の保険種類名を記入します。なお、
分からないときは保険会社の担当者に聞きましょう）

生命保険の確認～見直し手順

まずは「現状の把握」から始めましょう！

手順１
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移行しないと認定が取り消されます。
❸税制優遇措置（納税猶予制度）
　移行計画の認定を受けた医療法人の社員（出資者）が移行期間中に死亡し、
相続人がその医療法人の持分を相続した場合は、移行計画の認定を受けた日
から３年間は「相続税の納税が猶予」され、その期間内に持分を放棄した場
合は、猶予された税額が免除されます（下図の①の場合）。なお上記の認定
制度の期間中であれば、出資者が死亡した後で認定を受けた場合でも（ただ
し相続税の申告期限までに認定を受けた場合）、相続税の納税猶予の適用が
できます（下図の②の場合）。
　また、出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加する
ことで贈与を受けたものとみなされ、他の出資者に贈与税が課税される場合
も同様に、移行計画の認定を受けた日から３年間は贈与税の納税が「猶予」
され、その期間内に他の出資者も持分を放棄した場合は、猶予された税額が
免除されます。
　これがいわゆる「医療法人の納税猶予制度」です。この制度は一般事業法
人の納税猶予制度とは全く異なります。医療法人の納税猶予制度は持分のな
い医療法人へ移行することを前提に認定を受け、その認定期間中に相続また
は贈与が発生した場合（認定制度の期間中であれば、相続の発生後に認定を
受けることも可能）のみ、納税猶予が適用できます

相続・贈与
の発生

相続・贈与
の発生

持分なし移行後
6年間は毎年
運営状況を報告

移行計画
の認定

移行計画
の認定

10カ月以内

3年間平成29年
10月1日

認定制度
開始

猶予税額
の免除

猶予税額
の免除

贈与税
非課税

納税猶予
制度の
活用

納税猶予
制度の
活用

認定から３年以内に
持分放棄

平成32年
9月30日

認定制度
終了

認定制度の期間内の相続発生であれば、
申告期限（10カ月）までに移行計画の認
定を受けて納税猶予の手続きを行えば
適用される

認定から３年以内に
持分放棄①

②

新しい『認定要件』
（厚生労働省令）

をクリア

■医療法人の認定制度と納税猶予
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3 定期保険の経理処理
〈契約形態①〉 〔法人税基本通達9-3-5⑴〕

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 経理処理

法　人 役員・従業員 法　人 損金算入

　保険期間の短い定期保険は、一般的に「掛け捨て保険」ともいわれていま
す。貯蓄性がない代わりに、医療法人の支払った保険料は期間の経過に応じ
て損金算入が認められています。

〈契約形態②〉 〔法人税基本通達9-3-5⑵〕

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 経理処理

法　人 役員・従業員 役員・従業員の遺族 　損金算入※

※�役員または特定の従業員のみを被保険者としている場合は給与となります〔所得税基
本通達36-31の2〕。従って、役員のみの加入は上記〈契約形態①〉の死亡保険金受取人
を医療法人とした形で契約するのが一般的です。

4 長期平準定期保険の経理処理
　長期平準定期保険というのは、一般の定期保険に比べてはるかに保険期間
が長くなっている定期保険をいいます。具体的には次の２つの条件を両方と
も満たした定期保険を長期平準定期保険と呼びます。

②加入年齢＋保険期間×２倍が105を超える契約

70歳加入

①保険期間満了時の
被保険者の年齢が
70歳を超える契約
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　被相続人の「遺したい財産」と、相続人の「分けてほしい財産」には大き
な隔たりがあります。
　また、相続財産の大部分を占める土地（不動産）や自社株などは、基本的
に分割し難いものです。それを遺す場合には、必然的に相続人間での不公平
も生まれてきます。

　遺産分割対策で生命保険を活用するメリットは、「今ある財産をどう分け
る？」ということではなく、「生命保険金」という財産を外から持ってくる
ことによって、円満な遺産分割を進めていく方法です。
　その意味で生命保険金を使った遺産分割対策は、遺産分割で悩んでいる人
すべてに対応していただくことができます。

遺産の分割で相続人同士もめてほしくない！

この財産だけは、特定の相続人に渡したい！
しかし、他の相続人に渡す財産が少なくなる！

こうしたとき…
生命保険を使って、円満な遺産分割対策ができます。

分割対策
「誰に」「何を」「いくら残したいのか？」唯一、被相続人自身の想いを

そこに遺すことができます。そのために遺言をしたためます。


